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前々年度 直前の事業年度 申請年度

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × 〇 〇 〇 ○ ○ ○

凡例） 〇：期限通り支払い済み ×：滞納した月

正：５ヶ月分 誤：３ヶ月

ケース① 滞納額としてカウントする範囲

Q A

「３ヶ月分以上の滞納が生じている修繕積立金の滞納
額の総額」とは、直前の事業年度において累計５ヶ月分
の滞納が生じている場合、１・２ヶ月分の滞納を除いた
３ヶ月分（３～５ヶ月目分）のみが滞納額に当たると
考えてよいか。

支払日を起点として滞納が３ヶ月経過しているかどうかの
判断ではなく、直前の事業年度において、累計３ヶ月分
以上の滞納が生じているかを確認します。
よって、３ヶ月分以上の滞納が生じている場合、当該住
戸における滞納額の総額である累計５ヶ月分を滞納額と
してカウントします。

［Ｎｏ.８］



正：３ヶ月分 誤：滞納なし

ケース② 支払い期限

Q A

「修繕積立金の３ヶ月以上の滞納額」の算出方法につい
て、「滞納期間が３ヶ月分以上」とは、支払日を起点とし
て滞納が３ヶ月経過しているかを確認するのか。
または、事業年度の期間において３ヶ月分以上の滞納が
生じているかを確認するのか。

直前の事業年度において、累計３ヶ月分以上の滞納が
生じているかを確認します。

前々年度 直前の事業年度 申請年度

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○

３ヶ月
▲

事業年度末

凡例） 〇：期限通り支払い済み ×：滞納した月

［Ｎｏ.９］



正：６ヶ月分 誤：滞納なし

ケース③ 滞納が連続しているか

Q A

「３ヶ月分以上の滞納」とは、３ヶ月連続で滞納している
かどうかを確認するということか。
その場合、隔月で滞納している場合は、滞納額としてカウ
ントしないということか。

滞納が３ヶ月連続しているかどうかではなく、直前の事業
年度において、累計何ヶ月分の滞納が生じているかを確
認します。
よって、隔月で滞納が生じているような場合であっても、滞
納が累計何ヶ月分あるかを確認します。

前々年度 直前の事業年度 申請年度

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × 〇 × ○ ○ ○

凡例） 〇：期限通り支払い済み ×：滞納した月

［Ｎｏ.１０］



Q A 基準

長期修繕計画において、資金シミュレーションが複数
案提示されている場合、どのように取り扱うのか。

長期修繕計画において、資金シミュレーションが複数
案提示されている場合は、長期修繕計画を承認す
る決議を行った総会の議事録にどの案が採用された
か記載されていれば、採用された案により審査を行
います。
議事録にどの案が採用されたか記載されていなけれ
ば、修繕積立金額について、集会で決議されたとは
言えないため、基準に適合しないものと判断します。

(4)①

計画年度（年）
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（増額なし）

30

［Ｎｏ.１５］



長期修繕計画①
（全体共用）

長期修繕計画②
（住宅一部共用部分）

工事項目Ａ 〇 〇

工事項目Ｂ 〇

工事項目Ｃ 〇

工事項目Ｄ 〇

工事項目Ｅ 〇

工事項目Ｆ 〇

工事項目Ｇ 〇

［Ｎｏ.１７］

Q A 基準

複合用途型のマンションにおいて、全体共用部分と
住宅一部共用部分に長期修繕計画が分かれてい
る場合、長期修繕計画標準様式の19工事項目が
「全体共用部分」の計画と「住宅一部共用部分」の
計画に分散しているが、問題ないか。

「全体共用部分」の計画と「住宅一部共用部分」の
計画の両方を合わせたものとして審査対象であるた
め、それぞれの長期修繕計画を合わせた場合に必
要な項目が網羅されていれば問題ありません。

(4)①



申請

▼
長期修繕計画作成
管理計画認定申請

タイムライン 長期修繕計画（30年以上）
★
一時金計画開始

［Ｎｏ.１９］

Q A 基準

４年前に作成した長期修繕計画により申請がなさ
れたが、その間に総会決議に基づく一時金の徴収実
績があった場合、一時金ありと判断するのか。

「将来の一時的な修繕積立金の徴収」とは、長期
修繕計画の計画開始時点において、計画上予定さ
れている一時金の徴収を指しており、長期修繕計画
で予定されていたものであれば、一時金ありに該当し
ます。
なお、管理計画認定の基準では、徴収の実績では
なく、適正な計画が定められていることが審査の対象
となっています。

(4)④



一時金と疑われる様々なパターン

大規模
修繕工事

★

翌々
年度

前々
年度

①

②

③

期間内に、さらに増額になっている場合は、
一時金ではなく、段階積立方式と言える。

凡例）○：認定可（一時金なし）
×：認定不可（一時金あり）

２倍の増額幅
①の増額期間

［Ｎｏ.２０］

Q

修繕積立金の総額が、大規模修繕工事を開始する事
業年度の前々年度の開始日から工事を完了した事業
年度の翌々年度の終了日までの期間に２倍となってい
るが、その期間内でさらなる増額があった場合、どのよう
に取り扱うのか。

A 基準

指定された期間内で２倍以上となり、その後
増額があった場合は、段階積立方式の過程
であるため、一時金としては取り扱いません。
ただし、指定された期間内で２倍以上となり、
その後減額があった場合は、一時金ありとし
て取り扱います。

(4)④
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